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決 算 及 び 基 金 運 用 状 況 の 審 査 意 見 の 提 出 に つ い て                         

 

 

 地方公営企業法第３ ０ 条第２ 項及び地方自治法第２ ４ １ 条第５ 項の規定によ  

 

り ， 令和元年度神戸市公営企業会計（ 下水道事業会計， 港湾事業会計， 新都市 

 

整備事業会計， 自動車事業会計， 高速鉄道事業会計， 水道事業会計， 工業用水 

 

道事業会計） 決算及び決算附属書類並びに令和元年度神戸市下水道事業基金運 

 

用状況を 審査し ， 次のと おり そ の意見を 提出し ま す。  
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凡     例 

 
 １  文中及び表中で用いる数値は， 原則と し て表示単位の一つ下の位以下を切り 捨ててい

る。 し たがって合計と 内訳の計が一致し ない場合がある。  

 ２  各表中の比率は， 百分率で表示し ， 小数点以下第２ 位を四捨五入し ている。 し たがっ て 

  合計と 内訳の計が一致し ない場合がある。  

 ３  各表中の符号の用法は， 次のと おり である。  

   ｢0｣及び｢0. 0｣ 該当数値はあるが， 単位未満のも の。 対前年度増減額及び率の場合は， 零を

含む。  

   ｢－｣ ------------------ 該当数値なし ， 算出不能又は無意味のも の。  

   ｢ほぼ皆増｣ ------------ 増加率が1, 000％以上のも の。  

   ｢ほぼ皆減｣ ------------ 減少率が1, 000％以上のも の。  

 ４  文中及び各表中でいう 「 消費税」 と は， 消費税及び地方消費税をいう 。  
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令 和 元 年 度 神 戸 市 公 営 企 業 会 計 決 算 審 査 意 見 

 

 

第１  審 査 の 対 象        

令和元年度 神 戸 市 下 水 道 事 業 会 計 決 算                   

令和元年度 神 戸 市 港 湾 事 業 会 計 決 算                   

令和元年度 神 戸 市 新 都 市 整 備 事 業 会 計 決 算                   

令和元年度 神 戸 市 自 動 車 事 業 会 計 決 算                   

令和元年度 神 戸 市 高 速 鉄 道 事 業 会 計 決 算                   

令和元年度 神 戸 市 水 道 事 業 会 計 決 算                   

令和元年度 神 戸 市 工 業 用 水 道 事 業 会 計 決 算                   

 

第２  審 査 の 方 法        

１  こ の審査では， 各事業の会計決算諸表が経営成績及び財政状態を適正に表示し ているかどう か

を審査すると と も に， 各事業の運営が経営の基本原則に基づいて行われているかどう かについて

分析し た。  

２  決算諸表の表示については， 決算諸表の計数と 総勘定元帳等の会計帳簿及び証拠書類の計数と

の照合， 証拠書類の点検， 帳簿記録の審査及び責任者に対する質問等により 検証し た。  

３  事業の運営については， 主と し て年度比較により 事業の推移を把握し ， その経営内容を分析し

た。  

 

第３  審 査 の 期 間        

令和 2 年 5 月 26 日～8 月 17 日 

 

第４  審 査 の 結 果        

１  決算諸表の記載様式及び記載事項は， 法令に従っ て作成さ れており ， その計数は正確であり ，

経営成績及び財政状態をおおむね適正に表示し ているも のと 認めら れた。  

２  事業の運営については， 総じ て経営の基本原則に沿っ て行われていると 認めら れた。  

業務面では， 各事業において市民生活の安定， 経済の活性化及び都市基盤の整備を図り ， 公共

の福祉の増進に努めた。  

経営面では， 第 1 表のと おり ， 7 事業会計のう ち下水道事業会計及び自動車事業会計が計 3 億

円の純損失を計上し たが，7 事業会計全体の当年度純利益では差し 引き 77 億円の黒字と なっ てい

る。 また， 当年度末で未処理欠損金を計上し ているのは高速鉄道事業会計で， その額は 732 億円

と なっ ている。  

資金面では， 流動資産から 流動負債を差し 引いた資金在高（ 地方公共団体の財政の健全化に関

する法律施行令第 4 条の額） が自動車事業会計でマイ ナスになっ ているが， 全体では 2, 056 億円

のプラ スと なっ ている。  
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（ 単位： 億円）

会   計 当年度純利益 未処理欠損金 資 金 在 高

下 水 道 事 業 △ 2 － 271

港 湾 事 業 21 － 373

新 都 市 整 備 事 業 8 － 1, 170

自 動 車 事 業 △ 1 － △ 17

高 速 鉄 道 事 業 15 732 73

水 道 事 業 31 － 168

工 業 用 水 道 事 業 4 － 15

合　 　 　 計 77 732 2, 056

第 １  表　 　 当年度純損益等の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考： 資金在高は，地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第 4 条

の額である。 資金在高の主な内容は， 利益剰余金（ 未処分利益剰余金，

特定目的の積立金） と 損益勘定留保資金である。  

 

 

以下，各事業会計ごと に総括，業務実績，予算の執行状況，経営成績及び財政状態について述べる。

特に， 審査意見において述べている事項について留意さ れたいが， その概略は次のと おり である。  

    

 

( 1)  下水道事業会計 

令和 2 年 3 月に策定し た経営計画（ 計画期間： 令和 2～11 年度） では，単年度収支の均衡，

汚水処理に要する費用をどの程度下水道使用料で賄えているかを示す経費回収率 100％以上

の確保を掲げており ， こ の計画を着実に実施し ていく こ と が重要である。  

安定し た下水道サービスの持続的提供のため， 投資計画に基づいて予算を確実に執行し ，

必要な投資を将来に先送り するこ と のないよう に， 改築更新を着実に進めら れたい。  

下水道事業の経営基盤の安定化を図るため， 上下水道審議会の答申を受け令和 2 年 4 月に

平均改定率 7％の下水道使用料改定が実施さ れた。  

こ の使用料改定により ，経営計画では今後 10 年間の目標である単年度収支均衡の見通し を

立てているが， 一方で， より いっ そう 民間活力の導入や業務改善， 及び資産， 資源を活用し

た収入の確保などによる効率的な経営も 尽く さ れたい。  

雨水処理については， 今後も 増大する豪雨や台風よる浸水被害のリ スク に対し ， 効果的な

取組が実施でき るよう ， 関係部局と も 連携し ながら 充実を図ら れたい。  

 

( 2)  港湾事業会計 

現在， 米中貿易摩擦の長期化や中国の経済成長の鈍化， さ ら に新型コ ロナウイ ルス感染症

の拡大など世界の社会経済情勢は厳し い状況下にあるが， 国民生活や社会経済活動を支える

根幹インフ ラである神戸港の経営においては，「 国際コ ンテナ戦略港湾」と し て港勢拡大に向

け具体的に取り 組み， 基幹航路の維持・ 拡大や港湾サービスの向上を図ると と も に， 経営環
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境の変化や投資計画などの見直し に取り 組み， 財政基盤の安定維持に努めら れたい。  

平成 29 年に， 概ね 30 年先を見据えた「 神戸港将来構想」 を策定し たが， 今後 10 年の取組

目標やスケジュ ールなどを設定し た中期計画の策定は，平成 30 年度の台風災害復旧による影

響なども あり ， 未だ策定さ れていない。  

神戸経済の活性化など牽引し ていく 役割の一部を担っ ているこ と から ， コ ロナ後の市場や

顧客のニーズにも 合わせて， 災害経験も 活かし た中期計画を早期策定し ， 具体的な方策を打

ち出すこ と により ， 着実に構想を進めていく こ と を期待する。  

 

( 3)  新都市整備事業会計 

神戸の特性を最大限に活かし ，「 医療」「 航空・ 宇宙」「 新エネルギー」「 Ｉ Ｔ 」 をはじ めと

する戦略産業等の企業誘致を進め， 雇用の確保， 神戸経済の活性化に寄与さ れたい。  

また， 土地造成がほぼ完了し ， 売却可能面積に対する売却契約済面積が 8 割を超えている

状況であるこ と から ， 新都市整備事業会計の今後のあり 方について， 検討を進めら れたい。  

神戸市における人口減少対策と し て取り 組んでいるリ ノ ベーショ ン事業を着実に進めてい

く ためにも ，地域住民や民間事業者等の意見を積極的に取り 入れるよう 努めら れたい。また，

更なる民間活力の導入や地域住民が主体的にコ ミ ュ ニティ 拠点等の運営に携われる方向等を

模索さ れたい。  

 

( 4)  自動車事業会計 

平成 30 年度から は交通局採用職員の給与本俸の削減を実施し ，経営改善に取り 組まれてい

るが， 人口減少社会の中で乗客数の減少が続いている上， 新型コ ロナウイ ルス感染症対策に

よる乗客減の影響も あり ， 今後の感染状況によっ てはさ ら に厳し い経営状況と なる恐れも あ

る。  

そのよう な状況に加え， 車両更新時期が本格的に到来し ， 令和元年度末の資金不足比率が

17. 5％である中， 令和 2 年度に策定さ れる経営戦略やビッ グデータ を活用し た新たな交通政

策のも と 持続可能な経営基盤を確立し ， こ れまで以上に必要な資金を確保できるよう 検討を

さ れたい。  

なお， 平成 31 年 4 月 21 日に発生し た市バスによる死傷事故を受け， ソ フ ト 面， ハード 面

で再発防止に向けた取組が行われているが， 歩行者のいる横断歩道手前での一時停止の徹底

等具体的な行動変容を実現する取組をさ ら に進め， 安全運行を通じ て市民が安心し て乗車で

きるよう な環境づく り に努めら れたい。  

 

( 5)  高速鉄道事業会計 

「 神戸市営交通事業 経営計画 2020」 では， 財政目標で「 累積欠損金の縮減」，「 海岸線ラ

ンニング収支の均衡に向けた収支改善」を掲げており ，さ ら なる経営改善に取り 組まれたい。  

海岸線は， 乗車人員， 収入は増加傾向にあるが， 沿線住民や事業者等と の連携をいっ そう

深め， また， 乗客増対策と 事業効果を外部の知力と ネッ ト ワーク を活かし て地域・ 沿線の活
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性化につなげて， ラ ンニング収支均衡に向けてさ まざまな施策に全力で取り 組まれたい。  

西神・ 山手線では， 新造車両納入， ホームド ア全駅設置， 市営化し た北神線の資産譲受等

の投資も 行っ ているが， 新型コ ロナウイルス感染症拡大で経営状況が厳し く なる危険性も あ

り ， 投資を平準化し ， 資本的収支の不足額が当該年度の損益勘定留保資金等の補てん財源の

範囲に収まるよう 予算を統制するこ と ， 北神線の市営化を活かし た各線の利用促進等により

乗車料収入など収益をあげるこ と が求めら れる。 令和 2 年度に策定さ れる経営戦略である次

期経営計画で適切な目標を定め， こ れを達成するこ と で， 持続可能な経営基盤を確立さ れた

い。  

 

( 6)  水道事業会計 

近年，超高齢社会の進展や人口減少，節水機器の普及などにより 給水量は減少傾向にあり ，

水道事業を取り 巻く 経営環境は厳し い状況にある。  

令和 2 年度は「 中期経営計画 2023」 の初年度にあたり ， 以下の事項の実施をし ていく こ と

が重要である。  

水道システムの最適化と 災害への備えについては， 安定し た水道サービスの持続的提供の

ため，「 中期経営計画 2023」 の財政計画に基づいて予算を確実に執行し ， 必要な投資を将来

に先送り するこ と のないよう に， 更新を着実に進めら れたい。  

経営の持続については， 定点カメ ラやド ローン， Ａ Ｉ を活用し た水道施設の遠隔監視シス

テムや検針非効率地域等でのスマート メ ータ ーの実証実験と いっ た新技術の研究により ， 業

務の効率化， コ スト 削減に努めら れたい。 また， 電子マネーによる水道料金の支払いを開始

する等， 市民の利便性の向上に取り 組まれたい。  

 

( 7)  工業用水道事業会計 

近年， 産業構造の変化や水利用の合理化， 受水企業の撤退など， 工業用水道事業の経営環

境は厳し い状況にある。  

平成 28 年 3 月に策定し た 10 年間の基本計画「 神戸市工業用水道個別施設計画（ ビジョ ン）」

に基づき， 効率的な施設整備や経営が求めら れている。  

工業用水道の施設は経年化が進んでおり ， 更新にあたっ ては経済情勢の変化に応じ た水需

要を見極めながら 行う ほか， 広域連携の協議などに取り 組まれたい。  

また， 新規顧客の獲得及び既存企業の定着のための新たな方策の研究も 進めら れたい。   

その他， 検針の省力化及び効率化が期待さ れるスマート メ ータ ーについて， 本格導入に向

けて取り 組まれたい。  

 

 

各事業会計の令和元年度決算審査において， 新型コ ロナウイ ルス感染拡大による影響が見受けら

れた。  

自動車事業， 高速鉄道事業は， 新型コ ロナウイ ルス感染拡大の影響を直接受ける事業であり ， 経
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営が不安定と なる状況が次年度以降考えら れるが，市民の足を確保できるよう 事業の継続に向けて，

計画的な設備更新の実施や経営改善などに引き続き取り 組まれたい。  

下水道事業， 水道事業， 工業用水道事業においては， 市民生活や経済活動に直結するインフ ラ 事

業であり ， 計画的な設備更新の実施や経営改善などの取組により ， 安定経営が図ら れるよう 長期的

視点に立っ て事業を進めら れたい。  

港湾事業， 新都市整備事業は， こ れまで神戸経済を牽引し てきた事業であり ， 経済の先行きが不

透明な現状においても ， 中長期的な視点に立っ て， 必要な投資を計画的に行う こ と などにより ， 国

内及び海外諸国と の都市間競争を踏まえ， 神戸経済の活性化に寄与できるよう 事業に取り 組まれた

い。  


